
三重県沖合の浮魚礁更新工事のお知らせ（2023.2.15） 

 

三重県は、耐用年数を経過した浮魚礁の更新工事を予定しています。 

【事業主体】三重県 

【設置位置】N33°53' 09.92" E136°53' 37.25"  

【工事時期】（新）No.2設置 令和 5年 3月（予定） 

      （旧）No.2撤去 令和 5年 8～9月（予定） 

      ※工事日については、直前にあらためてご連絡いたします。 

【設置期間】10年 

【施設概要】・右図のとおり 

・標識灯 ； 4秒 1閃光、実効光度 9.2cd、光達距離 4.5㎞ 

・レーダー反射器 ； アルミ製反射器（2個） 
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【連絡先】尾鷲農林水産事務所水産室（中西・岡） 
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